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図表 5 審査判定手順  

審 査 判 定 手 順 4

申 請

認定調査 主治医意見書

一次判定  　　
（審査会資料の出力）

第二号被保険者の「特定疾病」に関する確認

介護の手間にかかる審査判定STEP2

介護の手間の多少を議論し、一次判定を変更する場合は、特記事項・

主治医意見書の具体的記載を変更理由として、事務局に報告します。

介護認定審査会として付する意見STEP3

認定有効期間の設定及び要介護状態の軽減または悪化の防止のために

必要な療養についての意見を付することができます。

一次判定の修正・確定STEP1

基本調査項目の定義に照らして、選択された調査結果が特記事項や主治医

意見書と整合性が取れているかの確認を行い、必要に応じて修正してください。

状態の維持・改善可能性にかかる審査判定
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